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大分類
コード

大分類名 小分類

01300100000 9 農業サービス Ａ 農業、林業 01300300 9 農業サービス Ａ 農業，林業

01300100010 1 共同乾燥施設サービス
○ カントリーエレベーター・ライスセンターの利

用料
Ａ 農業、林業 013 01300303 1 共同乾燥施設サービス

○ カントリーエレベーター・ライスセンターの利
用料

Ａ 農業，林業 013

01300100030 1 土地改良区サービス
○ 土地改良区の賦課金（かんがい用水の供

給サービス）
Ａ 農業、林業 013 01300306 1 土地改良区サービス

○ 土地改良区の賦課金（かんがい用水の供
給サービス）

Ａ 農業，林業 013

01300100050 1
航空防除サービス（有人
の航空機によるものを除
く）

航空法（昭和27年法律第231号）に規定する航
空機以外による航空防除サービス。

なお、航空機による航空防除サービスは航空機
使用サービスに分類される。

○ ドローン（マルチコプター）・ラジコン機・無人
ヘリコプター等によって提供される航空防除サー
ビス

Ａ 農業、林業 013
「航空機使用サービス」とのデマケ

を明確にするため、修正する。
01300309 1 航空防除サービス

○ 航空機以外による航空防除サービス
× 航空機による航空防除サービス

Ａ 農業，林業 013

01300100070 1 共同選別場サービス
〇 共同選果場サービス、花き共同選別場サー

ビス
Ａ 農業、林業 013 01300312 1 共同選別場サービス

〇 共同選果場サービス、花き共同選別場サー
ビス

Ａ 農業，林業 013

01300100090 1 種付サービス ○ 人工授精サービス Ａ 農業、林業 013 01300315 1 種付サービス ○ 人工授精サービス Ａ 農業，林業 013

01300100110 1 農作業代行サービス

○ 稲作・畑作・果樹・花き・工芸農作物農業の
農作業の代行サービス

× 共同乾燥施設サービス、青果物共同選果
場サービス

Ａ 農業、林業 013 01300318 1 農作業代行サービス

○ 稲作・畑作・果樹・花き・工芸農作物農業の
農作業の代行サービス

× 共同乾燥施設サービス，青果物共同選果
場サービス

Ａ 農業，林業 013

01300109999 9 その他の農業サービス

農業サービスのうち、他に分類されないもの。
ただし、労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60
年法律第88号）に基づき、農業作業員又は畜産
作業員などを派遣するサービスは労働者派遣
サービスに分類される。

○ 酪農ヘルパーサービス、家畜育成サービ
ス、観光農園及び体験農園（農園利用契約により
サービスが提供されるもの）サービス

× 農産物の委託販売手数料、精米サービス、
トラクター等農業用機械の賃貸、農業倉庫サービ
ス、伐採・植林等林業サービス、農薬散布サービ
ス（航空機によるもの）、ペットホテルサービス、動
物に対する医療・保健サービス、家畜委託販売手
数料、と畜料、家畜市場手数料、競走馬への調
教サービス、貸農園（特定農地貸付法、都市農地
賃借法又は市民農園整備促進法により、利用者
に農地を貸し出すもの）サービス、農業経営コン
サルタント、圃場写真撮影サービス

Ａ 農業、林業 013 誤植のため、修正する。 01300399 9 その他の農業サービス

農業サービスのうち，他に分類されないもの。
ただし，労働者派遣事業の適正な運営の確保

及び派遣労働者の保護等に関する法律（昭和60
年法律第88号）に基づき，農業作業員又は畜産
作業員などを派遣するサービスは労働者派遣
サービスに分類される。

○ 稲作・畑作・果樹・花き・工芸農作物農業の
農作業の代行サービス，酪農ヘルパーサービス，
家畜育成サービス，観光農園及び体験農園（農
園利用契約によりサービスが提供されるもの）
サービス

× 農産物の委託販売手数料，精米サービス，
トラクター等農業用機械の賃貸，農業倉庫サービ
ス，伐採・植林等林業サービス，農薬散布サービ
ス（航空機によるもの），ペットホテルサービス，動
物に対する医療・保健サービス，家畜委託販売手
数料，と畜料，家畜市場手数料，競走馬への調
教サービス，貸農園（特定農地貸付法，都市農地
賃借法又は市民農園整備促進法により，利用者
に農地を貸し出すもの）サービス，農業経営コン
サルタント，圃場写真撮影サービス

Ａ 農業，林業 013

30120100000 9
スマートフォン、携帯電話
機、PHS電話機

Ｅ 製造業 30120300 9 携帯電話機，PHS電話機 Ｅ 製造業

30120100010 9
スマートフォン、携帯電話
機、ＰＨＳ電話機

○ スマートフォン、携帯電話、ＰＨＳ Ｅ 製造業 301 30120303 9
携帯電話機，ＰＨＳ電話
機

○ スマートフォン，携帯電話，ＰＨＳ Ｅ 製造業 301

30310100000 1
電子計算機（パーソナル
コンピュータを除く）

Ｅ 製造業 30310300 1
電子計算機（パーソナル
コンピュータを除く）

Ｅ 製造業

30310100010 1 はん用コンピュータ Ｅ 製造業 303 30310303 1 はん用コンピュータ Ｅ 製造業 303

30310100030 1 ミッドレンジコンピュータ
ワークステーション用のCPUやGPUが搭載され

ているコンピュータ。
○ オフィスコンピュータ、ワークステーション

Ｅ 製造業 303
内容をわかりやすくするため修正す

る。
30310306 1 ミッドレンジコンピュータ ○ オフィスコンピュータ，ワークステーション Ｅ 製造業 303

30310100050 1
電子計算機の部分品、
取付具、附属品

Ｅ 製造業 303 30310309 1
電子計算機の部分品，
取付具，附属品

Ｅ 製造業 303

30320100000 9 パーソナルコンピュータ Ｅ 製造業 30320300 9 パーソナルコンピュータ Ｅ 製造業

30320100010 9
パーソナルコンピュータ
（サーバ用）

サーバ用途に使用することを目的として設計・
製造したパーソナルコンピュータ。IAサーバ等、IA
搭載のブレードサーバは本分類に含まれる。

なお、ブレード一枚につき一台でカウントする。

Ｅ 製造業 303 30320303 9
パーソナルコンピュータ
（サーバ用）

サーバ用途に使用することを目的として設計・
製造したパーソナルコンピュータ。IAサーバ等，IA
搭載のブレードサーバは本分類に含まれる。

なお，ブレード一枚につき一台でカウントする。

Ｅ 製造業 303

30320100030 9
パーソナルコンピュータ
（デスクトップ型）

常時机上等に設置して使用することを目的とし
て設計・製造したパーソナルコンピュータ。

タワー型、モニターとの一体型及びクライアント
用途のみのワークステーションは本分類に含まれ
る。

Ｅ 製造業 303 30320306 9
パーソナルコンピュータ
（デスクトップ型）

常時机上等に設置して使用することを目的とし
て設計・製造したパーソナルコンピュータ。

タワー型、モニターとの一体型及びクライアント
用途のみのワークステーションは本分類に含まれ
る。

Ｅ 製造業 303

30320100050 9
パーソナルコンピュータ
（ノートブック型）

ディスプレイ、キーボード等の入出力装置が本
体と一体となり折り畳みが可能で、持ち運びが容
易なように設計し、キーボード等が一体で販売し
ているパーソナルコンピュータ。

× パーソナルコンピュータ（タブレット型）

Ｅ 製造業 303 30320309 9
パーソナルコンピュータ
（ノートブック型）

ディスプレイ、キーボード等の入出力装置が本
体と一体となり折り畳みが可能で、持ち運びが容
易なように設計したパーソナルコンピュータ。

タブレット型パーソナルコンピュータは本分類に
含まれる。

Ｅ 製造業 303

30320100070 9
パーソナルコンピュータ
（タブレット型）

タッチ機能を搭載した液晶ディスプレイを主な入
出力装置とする、板状の、持ち運びが容易なよう
に設計したパーソナルコンピュータ。

× 産業用タブレット型端末装置

Ｅ 製造業 303 【新設】

30320100090 9
パーソナルコンピュータ
の部分品、取付具、附属
品

Ｅ 製造業 303 30320312 9
パーソナルコンピュータ
の部分品，取付具，附属
品

Ｅ 製造業 303

31110100000 9
自動車（二輪自動車を含
む）

Ｅ 製造業 31110300 9
自動車（二輪自動車を含
む）

Ｅ 製造業

31110100010 9
軽乗用車（化石燃料車。
シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍ以下、高さ２ｍ以下、長さ3.4
ｍ以下のもの及び気筒容積660ｍｌ以下の乗用
車。シャシーも本分類に含まれる。

○ 軽乗用車（シャシー、完成車）

Ｅ 製造業 311
クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110303 9
軽乗用車（シャシーを含
む）

車の大きさ幅1.48ｍ以下，高さ２ｍ以下，長さ3.4
ｍ以下のもの及び気筒容積660ｍｌ以下の乗用
車。シャシーも本分類に含まれる。

○ 軽乗用車（シャシー，完成車）

Ｅ 製造業 311

31110100030 9
小型乗用車（化石燃料
車。シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下、高さ２ｍ
以下、長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び
ディーゼル車以外のものは気筒容積660ｍｌを超
え2000ｍｌ以下の乗用車。シャシーも本分類に含
まれる。

○ 小型乗用車（シャシー、完成車）

Ｅ 製造業 311
クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110306 9
小型乗用車（シャシーを
含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下，高さ２ｍ
以下，長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び
ディーゼル車以外のものは気筒容積660ｍｌを超
え2000ｍｌ以下の乗用車。シャシーも本分類に含
まれる。

○ 小型乗用車（シャシー，完成車）

Ｅ 製造業 311

31110100050 9

普通乗用車（化石燃料
車。気筒容量２０００mlを
超えるもの）（シャシーを
含む）

車の大きさ車幅1.7mを超え、高さ２mを超え、長
さ4.7mを超えるもの

○ 普通乗用車（シャシー、完成車）
Ｅ 製造業 311

クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110309 9
普通乗用車（気筒容量２
０００mlを超えるもの）
（シャシーを含む）

車の大きさ車幅1.7mを超え，高さ２mを超え，長
さ4.7mを超えるもの

○ 普通乗用車（シャシー，完成車）
Ｅ 製造業 311

9
乗用車（ハイブリッド自動
車、プラグインハイブリッ
ド自動車）

駆動に化石燃料と電気を併用する自動車 Ｅ 製造業 311
環境に配慮したクリーンエネルギ車
の増加が見込まれることによる。

【新規立項】

9
乗用車（電気自動車。燃
料電池自動車）

駆動に化石燃料を使用しない自動車 Ｅ 製造業 311
環境に配慮したクリーンエネルギ車
の増加が見込まれることによる。

【新規立項】

携帯電話機の主流はスマートフォン
のため、項目名に明記する。

生産物分類の新旧対照表

成長が著しく、今後も生産の伸びが
大きいことが予想されるため、パーソ
ナルコンピュータの統合分類に新た
にパーソナルコンピュータ（タブレット
型）を新規立項する。また、タブレット
型パーソナルコンピュータとそれ以外
のタブレット型端末装置との区分けを
明確にするため、産業用のタブレット
型端末装置が含まれないことを明示
する。

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)

生産物分類
日本標準産業分類
(令和５年７月改定) 修正が

必要な理由

生産物分類

（修 正 案） 現行（2019年設定）
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（修 正 案） 現行（2019年設定）

31110100070 1
小型バス（化石燃料車。
シャシーを含む）

乗車定員11人以上29人以下のバス。
「車両法」による「小型自動車の大きさ」以内の

もので、乗車定員が11人以上29人以下のバス
シャシーは本分類に含まれる。

○ 小型バス（シャシー、完成車）

Ｅ 製造業 311
クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110312 1
小型バス（シャシーを含
む）

乗車定員11人以上29人以下のバス。
「車両法」による「小型自動車の大きさ」以内の

もので，乗車定員が11人以上29人以下のバス
シャシーは本分類に含まれる。

○ 小型バス（シャシー，完成車）

Ｅ 製造業 311

31110100090 1
大型バス（化石燃料車。
シャシーを含む）

乗車定員30人以上のバス。シャシーも本分類に
含まれる。

○ 大型バス（シャシー、完成車）
Ｅ 製造業 311

クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110315 1
大型バス（シャシーを含
む）

乗車定員30人以上のバス。シャシーも本分類に
含まれる。

○ 大型バス（シャシー，完成車）
Ｅ 製造業 311

31110100110 1
軽トラック（ガソリン車。
シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍ以下、高さ２ｍ以下、長さ3.4
ｍ以下のもの及び気筒容積660ｍｌ以下のトラッ
ク。シャシーも本分類に含まれる。

○ 軽トラック（シャシー、完成車）

Ｅ 製造業 311
クリーンエネルギー車を取り出したこ
とによる修正

31110318 1
軽トラック（シャシーを含
む）

車の大きさ幅1.48ｍ以下，高さ２ｍ以下，長さ3.4
ｍ以下のもの及び気筒容積660ｍｌ以下のトラッ
ク。シャシーも本分類に含まれる。

○ 軽トラック（シャシー，完成車）

Ｅ 製造業 311

31110100130 1
小型トラック（ガソリン車、
シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下、高さ２ｍ
以下、長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び気筒
容積660ｍｌを超え2000ｍｌ以下のガソリンを燃料と
するトラック。シャシーも本分類に含まれる。

○ 小型トラック（ガソリン車）（シャシー、完成
車）

Ｅ 製造業 311 31110321 1
小型トラック（ガソリン車，
シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下，高さ２ｍ
以下，長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び気筒
容積660ｍｌを超え2000ｍｌ以下のガソリンを燃料と
するトラック。シャシーも本分類に含まれる。

○ 小型トラック（ガソリン車）（シャシー，完成
車）

Ｅ 製造業 311

31110100150 1
小型トラック（ディーゼル
車、シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下、高さ２ｍ
以下、長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び気筒
容積660ｍｌを超え2000ｍｌ以下のガソリン車以外
のすべてのトラック（軽油を燃料とする車、その他
のハイブリッド車及びCNG、LPG、電気、水素（燃
料電池）車等）。シャシーも本分類に含まれる。

○ 小型トラック（ディーゼル車）（シャシー、完成
車）

Ｅ 製造業 311 31110324 1
小型トラック（ディーゼル
車，シャシーを含む）

車の大きさ幅1.48ｍを超え1.7ｍ以下，高さ２ｍ
以下，長さ3.4ｍを超え4.7ｍ以下のもの及び気筒
容積660ｍｌを超え2000ｍｌ以下のガソリン車以外
のすべてのトラック（軽油を燃料とする車，その他
のハイブリッド車及びCNG，LPG，電気，水素（燃
料電池）車等）。シャシーも本分類に含まれる。

○ 小型トラック（ディーゼル車）（シャシー，完成
車）

Ｅ 製造業 311

31110100170 1
普通トラック（ガソリン車、
シャシーを含む）

気筒容量２０００mlを超え、ガソリンを燃料とする
トラック。車の大きさ車幅1.7mを超え、高さ２mを超
え、長さ4.7mを超えるもの。シャシーも本分類に含
まれる。

○ 普通トラック（ガソリン車）（シャシー、完成
車）

Ｅ 製造業 311 31110327 1
普通トラック（ガソリン車，
シャシーを含む）

気筒容量２０００mlを超え，ガソリンを燃料とする
トラック。車の大きさ車幅1.7mを超え，高さ２mを超
え，長さ4.7mを超えるもの。シャシーも本分類に含
まれる。

○ 普通トラック（ガソリン車）（シャシー，完成
車）

Ｅ 製造業 311

31110100190 1
普通トラック（ディーゼル
車、シャシーを含む）

気筒容量２０００mlを超えるガソリン車以外のす
べてのトラック（軽油を燃料とする車、その他のハ
イブリッド車及びCNG、LPG、電気、水素（燃料電
池）車等）。車の大きさ車幅1.7mを超え、高さ２mを
超え、長さ4.7mを超えるもの。シャシーも本分類に
含まれる。

○ 普通トラック（ディーゼル車）（シャシー、完成
車）

Ｅ 製造業 311 31110330 1
普通トラック（ディーゼル
車，シャシーを含む）

気筒容量２０００mlを超えるガソリン車以外のす
べてのトラック（軽油を燃料とする車，その他のハ
イブリッド車及びCNG，LPG，電気，水素（燃料電
池）車等）。車の大きさ車幅1.7mを超え，高さ２mを
超え，長さ4.7mを超えるもの。シャシーも本分類に
含まれる。

○ 普通トラック（ディーゼル車）（シャシー，完成
車）

Ｅ 製造業 311

31110100210 1
トラック(けん引車、シャ
シーを含む）

四輪以外のけん引車で、気筒容積660ｍｌ以上
のもの。

主にトレーラをけん引するものをいう。
ただし、建設車両は建設機械、鉱山機械に含ま

れる。
○ トラック（けん引車）（シャシー、完成車）

Ｅ 製造業 311 31110333 1
トラック(けん引車，シャ
シーを含む）

四輪以外のけん引車で，気筒容積660ｍｌ以上
のもの。

主にトレーラをけん引するものをいう。
ただし，建設車両は建設機械，鉱山機械に含ま

れる。
○ トラック（けん引車）（シャシー，完成車）

Ｅ 製造業 311

1
トラック・バス(化石燃料
のみに寄らないもの)

動力源が化石燃料とのハイブリッド車及び電気、
水素等化石燃料を使用しない自動車、

Ｅ 製造業 311
環境に配慮したクリーンエネルギ車
の増加が見込まれることによる。

【新規立項】

31110100230 1
トレーラ（シャシーを含
む）

けん引車等のけん引装置を持つ他の自動車に
よってけん引される荷台車

○ トレーラ（シャシー、完成車）
Ｅ 製造業 311 31110336 1

トレーラ（シャシーを含
む）

けん引車等のけん引装置を持つ他の自動車に
よってけん引される荷台車

○ トレーラ（シャシー，完成車）
Ｅ 製造業 311

31110100250 1 特別用途車

○ 救急車、パトロールカー、霊きゅう車、塵芥
収集車、宣伝車、無線車、ガソリンタンク車、コン
クリートミキサー車、散水車、給水車、消防車、工
作車、ダンプカー、雪上車、クレーン付トラック、四
輪バギー、スノーモビル、ゴルフカート、林内作業
車等農耕作業用自動車、除雪車

× サンドバギー車、ゴーカート

Ｅ 製造業 311 31110339 1 特別用途車

○ 救急車，パトロールカー，霊きゅう車，塵芥
収集車，宣伝車，無線車，ガソリンタンク車，コン
クリートミキサー車，散水車，給水車，消防車，工
作車，ダンプカー，雪上車，クレーン付トラック，四
輪バギー，スノーモビル，ゴルフカート，林内作業
車等農耕作業用自動車，除雪車

× サンドバギー車，ゴーカート

Ｅ 製造業 311

31110100270 9
二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
50ml以下）

○ 第一種原動機付自転車（定格出力0.6ｋW以
下）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311 31110342 9

二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
50ml以下）

○ 第一種原動機付自転車（定格出力0.6ｋW以
下）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311

31110100290 9
二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
50mlを超え125ml以下）

○ 第二種原動機付自転車（定格出力0.6ｋWを
超え1.0ｋW以下）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311 31110345 9

二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
50mlを超え125ml以下）

○ 第二種原動機付自転車（定格出力0.6ｋWを
超え1.0ｋW以下）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311

31110100310 9
二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
125mlを超え250ml以下）

○ 軽二輪自動車（定格出力1.0ｋWを超えるも
の）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311 31110348 9

二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
125mlを超え250ml以下）

○ 軽二輪自動車（定格出力1.0ｋWを超えるも
の）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311

31110100330 9
二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
250mlを超えるもの）

○ 小型二輪自動車（定格出力1.0ｋWを超える
もの）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311 31110351 9

二輪自動車（モータス
クータを含む）（気筒容積
250mlを超えるもの）

○ 小型二輪自動車（定格出力1.0ｋWを超える
もの）

× ポケットバイク
Ｅ 製造業 311

32960100000 9
情報記録物の複製（新
聞，書籍等の印刷物を除
く）

Ｅ 製造業 32960300 9
情報記録物（新聞，書籍
等の印刷物を除く）

Ｅ 製造業

32960100010 1 音響用情報記録物

音楽、音響、音声ソフトの著作権を有する企業
との契約により、製造事業所で生産等を行った音
響情報記録媒体。

なお、音楽、音響、音声情報の著作権を有する
企業が、音響情報を物理的媒体に記録したもの
は、音楽ソフト（物理的媒体）に分類される。

○ 音楽ＣＤ、オーディオディスクレコード、オー
ディオテープレコード

× 録音・録画される前の生のテープ・ディスク

Ｅ 製造業 329 32960303 9 音響用情報記録物
○ オーディオディスクレコード，オーディオテー

プレコード
× 録音・録画される前の生のテープ・ディスク

Ｅ 製造業 329

32960100030 1 映像用情報記録物

映像ソフトの著作権を有する企業との契約によ
り、製造事業所で生産等を行った映像用情報記
録媒体。

なお、映像ソフトの著作権を有する企業が、映
像情報を物理的媒体に記録したものは、映像ソフ
ト（物理的媒体）に分類される。

○ 映像ＤＶＤ、ビデオディスクレコード、ビデオ
テープレコード

× 録音・録画される前の生のテープ・ディスク

Ｅ 製造業 329 32960306 9 映像用情報記録物
○ ビデオディスクレコード，ビデオテープレコー

ド
× 録音・録画される前の生のテープ・ディスク

Ｅ 製造業 329

32960100050 1 ゲーム用の記録物

ゲームソフトウェアの著作権を有する企業との
契約により、製造事業所で生産等を行ったゲーム
情報記録媒体。

なお、ゲームソフトウェアの著作権を有する企業
が、ゲーム情報を物理的媒体に記録したものは、
ゲームソフトウェア（物理的媒体）に分類される。

○ ゲーム用ＤＶＤ、電子応用がん具用ディス
ク、カートリッジ

Ｅ 製造業 329 32960309 1 ゲーム用の記録物 ○ 電子応用がん具用ディスク，カートリッジ Ｅ 製造業 329

32960109999 1 その他の情報記録物
○ ソフトウェアＤＶＤ、プリペイドカード（図書

カード等）
Ｅ 製造業 329

社会の変化や生産物の変化に対応
するため。

32960399 9 その他の情報記録物
○ プリペイドカード（テレホンカード等），コン

ピュータソフトフロッピーディスク，辞書フロッピー
ディスク，電子手帳用情報カード

Ｅ 製造業 329

39100200000 1
事業用パッケージソフト
ウェア

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

39100600 1
事業用パッケージソフト
ウェア

G 情報通信業

39100200010 1
事業用アプリケーション
ソフトウェア（物理的媒
体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアについて、当
該ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、ＤＶＤ等
の物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、その他の
情報記録物に分類される。

○ 事業用ワープロソフト（物理的媒体）、事業
用表計算ソフト（物理的媒体）、事業用グラフィック
ソフト（物理的媒体）、財務管理ソフト（物理的媒
体）、給与計算ソフト（物理的媒体）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100603 1
事業用アプリケーション
ソフトウェア（物理的媒
体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、ＣＤ、ＤＶＤ
等の物理的媒体に記録されたもの

○ 事業用ワープロソフト（物理的媒体）、事業
用表計算ソフト（物理的媒体）、事業用グラフィック
ソフト（物理的媒体）、財務管理ソフト（物理的媒
体）、給与計算ソフト（物理的媒体）

G 情報通信業 391

製造業に分類される「情報記録物」
とソフトウェア業や映像・音声・文字情
報制作サービスで捕捉する「物理的
媒体」との違いを明確にするため。
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暫定分類
コード
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日本標準産業分類
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必要な理由

生産物分類

（修 正 案） 現行（2019年設定）

39100200030 1
事業用アプリケーション
ソフトウェア（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、オンライン
配信用に作成されたもの

○ 事業用ワープロソフト（配信用）、事業用表
計算ソフト（配信用）、事業用グラフィックソフト（配
信用）、財務管理ソフト（配信用）、給与計算ソフト
（配信用）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100606 1
事業用アプリケーション
ソフトウェア（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、オンライン
配信用に作成されたもの

○ 事業用ワープロソフト（配信用）、事業用表
計算ソフト（配信用）、事業用グラフィックソフト（配
信用）、財務管理ソフト（配信用）、給与計算ソフト
（配信用）

G 情報通信業 391

39100200050 1
事業用基本ソフトウェア
（物理的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアにつ
いて、当該ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、
ＤＶＤ等の物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、その他の
情報記録物に分類される。

○ 事業用オペレーティングシステムソフトウェ
ア（物理的媒体）、事業用ミドルウェア（物理的媒
体）、事業用アンチウイルスソフト（物理的媒体）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100609 1
事業用基本ソフトウェア
（物理的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
ＣＤ、ＤＶＤ等の物理的媒体に記録されたもの

○ 事業用オペレーティングシステムソフトウェ
ア（物理的媒体）、事業用ミドルウェア（物理的媒
体）、事業用アンチウイルスソフト（物理的媒体）

G 情報通信業 391

39100200070 1
事業用基本ソフトウェア
（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
オンライン配信用に作成されたもの

○ 事業用オペレーティングシステムソフトウェ
ア（配信用）、事業用ミドルウェア（配信用）、事業
用アンチウイルスソフト（配信用）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100612 1
事業用基本ソフトウェア
（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して事業用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
オンライン配信用に作成されたもの

○ 事業用オペレーティングシステムソフトウェ
ア（配信用）、事業用ミドルウェア（配信用）、事業
用アンチウイルスソフト（配信用）

G 情報通信業 391

39100300000 9
家庭用パッケージソフト
ウェア（ゲームソフトウェ
アを除く）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

39100900 9
家庭用パッケージソフト
ウェア（ゲームソフトウェ
アを除く）

G 情報通信業

39100300010 9

家庭用アプリケーション
ソフトウェア（ゲームソフト
ウェアを除く、物理的媒
体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアについて、当
該ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、ＤＶＤ等
の物理的媒体に記録したもの。

ただし、プレインストール版の家庭用アプリケー
ションソフトウェアは、ソフトウェアの使用許諾
サービス（エンドユーザー向けを除く）に分類され
る。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、その他の
情報記録物に分類される。

○ 家庭用ワープロソフト（物理的媒体）、家庭
用表計算ソフト（物理的媒体）、家計簿ソフト（物理
的媒体）、はがき作成ソフト（物理的媒体）

× ゲームソフトウェア（物理的媒体）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100903 9

家庭用アプリケーション
ソフトウェア（ゲームソフト
ウェアを除く、物理的媒
体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、ＣＤ、ＤＶＤ
等の物理的媒体に記録されたもの。

ただし、プレインストール版の家庭用アプリケー
ションソフトウェアは、ソフトウェアの使用許諾
サービス（エンドユーザー向けを除く）に分類され
る。

○ 家庭用ワープロソフト（物理的媒体）、家庭
用表計算ソフト（物理的媒体）、家計簿ソフト（物理
的媒体）、はがき作成ソフト（物理的媒体）

× ゲームソフトウェア（物理的媒体）

G 情報通信業 391

39100300030 9
家庭用アプリケーション
ソフトウェア（ゲームソフト
ウェアを除く、配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、オンライン
配信用に作成されたもの

○ 家庭用ワープロソフト（配信用）、家庭用表
計算ソフト（配信用）、家計簿ソフト（配信用）、は
がき作成ソフト（配信用）

× ゲームソフトウェア（配信用）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100906 9
家庭用アプリケーション
ソフトウェア（ゲームソフト
ウェアを除く、配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、特定の機能を実行するために利用
されるアプリケーションソフトウェアで、オンライン
配信用に作成されたもの

○ 家庭用ワープロソフト（配信用）、家庭用表
計算ソフト（配信用）、家計簿ソフト（配信用）、は
がき作成ソフト（配信用）

× ゲームソフトウェア（配信用）

G 情報通信業 391

39100300050 9
家庭用基本ソフトウェア
（物理的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアにつ
いて、当該ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、
ＤＶＤ等の物理的媒体に記録したもの。

ただし、プレインストール版の家庭用基本ソフト
ウェアは、ソフトウェアの使用許諾サービス（エン
ドユーザー向けを除く）に分類される。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、その他の
情報記録物に分類される。

○ 家庭用オペレーションシステムソフトウェア
（物理的媒体）、家庭用ミドルウェア（物理的媒
体）、家庭用アンチウイルスソフト（物理的媒体）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100909 9
家庭用基本ソフトウェア
（物理的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
ＣＤ、ＤＶＤ等の物理的媒体に記録されたもの。

ただし、プレインストール版の家庭用基本ソフト
ウェアは、ソフトウェアの使用許諾サービス（エン
ドユーザー向けを除く）に分類される。

○ 家庭用オペレーションシステムソフトウェア
（物理的媒体）、家庭用ミドルウェア（物理的媒
体）、家庭用アンチウイルスソフト（物理的媒体）

G 情報通信業 391

39100300070 9
家庭用基本ソフトウェア
（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
オンライン配信用に作成されたもの

○ 家庭用オペレーションシステムソフトウェア
（配信用）、家庭用ミドルウェア（配信用）、家庭用
アンチウイルスソフト（配信用）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39100912 9
家庭用基本ソフトウェア
（配信用）

不特定多数のユーザーを対象とし、かつ、主と
して家庭用に開発・販売されたパッケージソフト
ウェアのうち、コンピュータシステムを管理し、基
本的な操作環境を提供する基本ソフトウェアで、
オンライン配信用に作成されたもの

○ 家庭用オペレーションシステムソフトウェア
（配信用）、家庭用ミドルウェア（配信用）、家庭用
アンチウイルスソフト（配信用）

G 情報通信業 391

39100400000 2 ゲームソフトウェア Ｅ、G
製造業、
情報通信業

39101200 2 ゲームソフトウェア G 情報通信業

39100400010 2
ゲームソフトウェア（物理
的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、家庭用ゲー
ム機用、パソコン用、携帯用のゲームソフトウェア
として開発・販売されるゲームソフトウェアについ
て、当該ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、Ｄ
ＶＤ等の物理的媒体に記録したもの。

ただし、業務用ゲームソフトウェアは組込みソフ
トウェアの受注制作サービスに分類される。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、ゲーム用
の記録物に分類される。

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39101203 2
ゲームソフトウェア（物理
的媒体）

不特定多数のユーザーを対象とし、家庭用ゲー
ム機用、パソコン用、携帯用のゲームソフトウェア
として開発・販売されるゲームソフトウェアのうち、
ＣＤ、ＤＶＤ等の物理的媒体に記録されたもの。

ただし、業務用ゲームソフトウェアは組込みソフ
トウェアの受注制作サービスに分類される。

G 情報通信業 391

39100400030 2
ゲームソフトウェア（配信
用）

不特定多数のユーザーを対象とし、家庭用ゲー
ム機用、パソコン用、携帯用のゲームソフトウェア
として開発・販売されるゲームソフトウェアのうち、
オンライン配信用に作成されたもの。

ただし、業務用ゲームソフトウェアは組込みソフ
トウェアの受注制作サービスに分類される。

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
391

39101206 2
ゲームソフトウェア（配信
用）

不特定多数のユーザーを対象とし、家庭用ゲー
ム機用、パソコン用、携帯用のゲームソフトウェア
として開発・販売されるゲームソフトウェアのうち、
オンライン配信用に作成されたもの。

ただし、業務用ゲームソフトウェアは組込みソフ
トウェアの受注制作サービスに分類される。

G 情報通信業 391

40100100000 1
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告収入）

G 情報通信業 40100300 1
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告収入）

G 情報通信業

40100100010 1
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告収入）

インターネットを通じてウェブ情報の検索エンジ
ンや各種ウェブ情報を提供するサービスのうち、
事業者からの広告収入によるもの。

ただし、財・サービスの取引を仲介するものは、
「マーケットプレイス提供サービス」となる。

○ ウェブ情報検索サイト、ポータルサイト等が
提供するサービスの広告収入

× データベースサービス（不動産情報、交通
運輸情報、気象情報、科学技術情報など）、市場
調査・世論調査・社会調査サービス、ニュース供
給サービス

G 情報通信業 401
・分類の区分を明確にするため
・表現の統一をするため

40100303 1
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告収入）

インターネット経由でウェブ情報の検索エンジン
や各種ウェブ情報を提供するサービスのうち、事
業者からの広告収入によるもの

○ ウェブ情報検索サイト、ポータルサイト等が
提供するサービスの広告収入

× データベースサービス（不動産情報、交通
運輸情報、気象情報、科学技術情報など）、市場
調査・世論調査・社会調査サービス、ニュース供
給サービス

G 情報通信業 401

40100200000 9
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告以外の収
入）

G 情報通信業 40100600 9
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告以外の収
入）

G 情報通信業

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。
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暫定分類
コード

分類項目名 説明・内容例示
大分類
コード

大分類名 小分類
暫定分類

コード
分類項目名 説明・内容例示

大分類
コード

大分類名 小分類

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)

生産物分類
日本標準産業分類
(令和５年７月改定) 修正が

必要な理由

生産物分類

（修 正 案） 現行（2019年設定）

40100200010 9
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告以外の収
入）

インターネットを通じてウェブ情報の検索エンジ
ンや各種ウェブ情報を提供するサービスのうち、
広告以外の収入（利用者からの利用料収入、事
業者からの手数料収入など）によるもの。

ただし、財・サービスの取引を仲介するものは、
「マーケットプレイス提供サービス」となる。

○ ウェブ情報検索サイト、ポータルサイト等が
提供するサービスの広告以外の収入

× データベースサービス（不動産情報、交通
運輸情報、気象情報、科学技術情報など）、市場
調査・世論調査・社会調査サービス、ニュース供
給サービス

G 情報通信業 401
・分類の区分を明確にするため
・表現の統一をするため

40100603 9
ウェブ情報検索・提供
サービス（広告以外の収
入）

インターネット経由でウェブ情報の検索エンジン
や各種ウェブ情報を提供するサービスのうち、広
告以外の収入（利用者からの利用料収入、事業
者からの手数料収入など）によるもの

○ ウェブ情報検索サイト、ポータルサイト等が
提供するサービスの広告以外の収入

× データベースサービス（不動産情報、交通
運輸情報、気象情報、科学技術情報など）、市場
調査・世論調査・社会調査サービス、ニュース供
給サービス

G 情報通信業 401

40100300000 1
マーケットプレイス提供
サービス（広告収入）

G 情報通信業 40100900 1
マーケットプレイス提供
サービス（広告収入）

G 情報通信業

40100300010 1
マーケットプレイス提供
サービス（広告収入）

インターネットを通じて、法人間、法人・個人間
及び個人間の財・サービスの取引を仲介するシス
テムを提供するサービスのうち、事業者からの広
告収入によるもの。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち広告収入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち事業者からの広告収
入によるもの、旅館・ホテル等が自社で提供する
インターネットを利用した宿泊予約サービス、小売
店が自社で提供するインターネットを利用した販
売サービス

G 情報通信業 401 分類の区分を明確にするため 40100903 1
マーケットプレイス提供
サービス（広告収入）

インターネットを通じて、法人間、法人・個人間
及び個人間の財・サービスの取引を仲介するシス
テムを提供するサービスのうち、事業者からの広
告収入によるもの。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち広告収入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち事業者からの広告収
入によるもの

G 情報通信業 401

40100400000 9
マーケットプレイス提供
サービス（広告以外の収
入）

G 情報通信業 40101200 9
マーケットプレイス提供
サービス（広告以外の収
入）

G 情報通信業

40100400010 2
マーケットプレイス提供
サービス（個人出品者か
らの手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
個人の出品者からの手数料収入によるもの。

一定の会費を得て、出品及び購入に係る仲介
システムを総合的に提供するものは本分類に含
まれる。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち個人出品者からの手数料収
入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるも
の、旅館・ホテル等が自社で提供するインター
ネットを利用した宿泊予約サービス、小売店が自
社で提供するインターネットを利用した販売サー
ビス

G 情報通信業 401 分類の区分を明確にするため 40101203 2
マーケットプレイス提供
サービス（個人出品者か
らの手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
個人の出品者からの手数料収入によるもの。

一定の会費を得て、出品及び購入に係る仲介
システムを総合的に提供するものは本分類に含
まれる。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち個人出品者からの手数料収
入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるもの

G 情報通信業 401

40100400030 1
マーケットプレイス提供
サービス（法人出品者か
らの手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
法人の出品者からの手数料収入によるもの。

一定の会費を得て、出品及び購入に係る仲介
システムを総合的に提供するものは本分類に含
まれる。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち法人出品者からの手数料収
入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるも
の、旅館・ホテル等が自社で提供するインター
ネットを利用した宿泊予約サービス、小売店が自
社で提供するインターネットを利用した販売サー
ビス

G 情報通信業 401 分類の区分を明確にするため 40101206 1
マーケットプレイス提供
サービス（法人出品者か
らの手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
法人の出品者からの手数料収入によるもの。

一定の会費を得て、出品及び購入に係る仲介
システムを総合的に提供するものは本分類に含
まれる。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち法人出品者からの手数料収
入によるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるもの

G 情報通信業 401

40100400050 9
マーケットプレイス提供
サービス（購入者からの
手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
購入者（個人又は法人）からの手数料収入による
もの。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち購入者からの手数料収入に
よるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるも
の、旅館・ホテル等が自社で提供するインター
ネットを利用した宿泊予約サービス、小売店が自
社で提供するインターネットを利用した販売サー
ビス

G 情報通信業 401 分類の区分を明確にするため 40101209 9
マーケットプレイス提供
サービス（購入者からの
手数料収入）

インターネットを通じて、財及びサービスの取引
を仲介するシステムを提供するサービスのうち、
購入者（個人又は法人）からの手数料収入による
もの。

ただし、取引の手段としてインターネットが利用
されているに過ぎず、個別の生産物として確立し
ているものは、別の生産物として取り扱う。

○ インターネットショッピングサイト、インター
ネットオークションサイト、空間・移動・モノ・スキ
ル・お金などのマッチングプラットフォームが提供
するサービスのうち購入者からの手数料収入に
よるもの

× 貸金業法等の登録を受けた事業者が提供
するクラウドファンディング、旅行業法等の登録を
受けた事業者が提供するインターネットを利用し
た各種旅行サービスのうち手数料収入によるもの

G 情報通信業 401

40109990000 9
その他のインターネット
関連サービス

G 情報通信業 40109900 9
その他のインターネット
関連サービス

G 情報通信業

40109990010 9 電子認証サービス
ネットワーク上の個人・法人の本人確認を行う

電子認証業務に係るサービス
G 情報通信業 401 40109903 9 電子認証サービス

ネットワーク上の個人・法人の本人確認を行う
電子認証業務に係るサービス

G 情報通信業 401

40109990030 9
情報ネットワーク・セキュ
リティ・サービス

セキュリティ設計やアクセス制御、ネットワーク
監視等を行い、ウィルスや不正アクセスから顧客
ネットワークを守るサービス

G 情報通信業 401 40109906 9
情報ネットワーク・セキュ
リティ・サービス

セキュリティ設計やアクセス制御、ネットワーク
監視等を行い、ウィルスや不正アクセスから顧客
ネットワークを守るサービス

G 情報通信業 401

40109990050 9
ドメイン名登録・管理サー
ビス

インターネットにおけるドメイン名の登録管理機
関に対して行う当該ドメイン名の登録や管理のた
めの申請又は届出の取り次ぎを行う、もしくは申
請又は届出を受けてインターネットにおけるドメイ
ン名の登録管理をするサービス。

なお、権威ＤＮＳサーバーにより 提供するサー
ビスはその他の音声・データ伝送サービスに分類
される。

G 情報通信業 401
登録管理機関がドメインを管理する

サービスもこの分類に含まれることを
明記するため。

40109909 1 ドメイン名登録サービス

一般ユーザーがインターネットにおけるドメイン
名を利用するために登録管理機関に対して登録
申請を行うサービス。

ただし、権威ＤＮＳサーバーが提供するサービス
はその他の音声・データ伝送サービスに分類され
る。

G 情報通信業 401

40109999999 9
他に分類されないその他
のインターネット関連
サービス

インターネット関連サービスのうち、他に分類さ
れないもの

○ データリカバリサービス、コンピュータフォレ
ンジックサービス

G 情報通信業 401 40109999 9
他に分類されないその他
のインターネット関連
サービス

インターネット関連サービスのうち、他に分類さ
れないもの

○ データリカバリサービス、コンピュータフォレ
ンジックサービス

G 情報通信業 401

41100200000 1
テレビ番組の制作サービ
ス

G 情報通信業 41100600 1
テレビ番組の制作サービ
ス

G 情報通信業
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（修 正 案） 現行（2019年設定）

41100200010 1
テレビ番組の制作サービ
ス

外部からの委託を受けてテレビ番組（テレビコ
マーシャルを除く。）を制作し、又はテレビ番組制
作に係る技術業務を行うサービス。

テレビ番組を自主制作し、テレビ局等に配給す
るサービスは本分類に含まれる。

○ ケーブルテレビ番組の制作
× テレビコマーシャルの制作、海外テレビドラ

マ等の他者が制作したテレビ番組の配給

G 情報通信業 411 分類を明確にするため。 41100603 1
テレビ番組の制作サービ
ス

外部からの委託を受けてテレビ番組（テレビコ
マーシャルを除く.。）を制作し、又はテレビ番組制
作に係る技術業務を行うサービス。

テレビ番組を自主制作し、テレビ局等に配給す
るサービスは本分類に含まれる。

× テレビコマーシャルの制作、海外テレビドラ
マの配給

G 情報通信業 411

41100500000 9 映像ソフト（物理的媒体） Ｅ、G
製造業、
情報通信業

41101500 9 映像ソフト（物理的媒体） G 情報通信業

41100500010 9 映像ソフト（物理的媒体）

販売するために制作・複製された映像ソフトにつ
いて、当該ソフトの著作権を有する企業が、ＤＶＤ
などの物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、映像用情
報記録物に分類される。

× 映像著作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
411

41101503 9 映像ソフト（物理的媒体）
販売するために制作・複製された映像ソフトのう

ち、ＤＶＤなどの物理的媒体に記録されたもの
× 映像著作物のオリジナル

G 情報通信業 411

41100600000 9 映像ソフト（配信用） Ｅ、G
製造業、
情報通信業

41101800 9 映像ソフト（配信用） G 情報通信業

41100600010 9 映像ソフト（配信用）
販売するために制作・複製された映像ソフトのう

ち、オンライン配信用のもの
× 映像著作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
411

41101803 9 映像ソフト（配信用）
販売するために制作・複製された映像ソフトのう

ち、オンライン配信用のもの
× 映像著作物のオリジナル

G 情報通信業 411

41100800000 1
映像著作権の使用許諾
サービス

G 情報通信業 41102400 1
映像著作権の使用許諾
サービス

G 情報通信業

41100800010 1
映画の映像著作権の使
用許諾サービス

映画作品（自社が著作権を有するものに限る。）
を使用する権利を第三者に対して許諾するサー
ビス

× 著作権等管理サービス

G 情報通信業 411 【新規立項】

41100800030 1
テレビの映像著作権の使
用許諾サービス

テレビ番組の映像（自社が著作権を有するもの
に限る。）を使用する権利を第三者に対して許諾
するサービス。

ただし、スポーツの試合をテレビ、有線テレビ又
はインターネットで放送・配信する権利を第三者
に対して許諾するサービスは、スポーツ興行等の
放送権の使用許諾サービスに分類される。

○ 海外ドラマ等の他者が制作したテレビ番組
を買い付け、使用を許諾するサービス

× 著作権等管理サービス

G 情報通信業 411 【新規立項】

41100800050 1
その他の映像著作権の
使用許諾サービス

その他の映像作品（自社が著作権を有するもの
に限る。）を使用する権利を第三者に対して許諾
するサービス

× 著作権等管理サービス

G 情報通信業 411 【新規立項】

【削除】 41102403 1
ビデオグラム化権の使用
許諾サービス

映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）
をビデオやＤＶＤなどに複製し頒布する権利を第
三者に対して許諾するサービス

G 情報通信業 411

【削除】 41102406 1
映像著作物に係るテレビ
放映権の使用許諾サー
ビス

映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）
をテレビ又はインターネットで放映・配信する権利
を第三者に対して許諾するサービス。

海外ドラマ等の他社が制作したテレビ番組を買
い付け、テレビ局等に配給するサービスは本分類
に含まれる。

ただし、スポーツの試合をテレビ、有線テレビ又
はインターネットで放送・配信する権利を第三者
に対して許諾するサービスは、スポーツ興行等の
放送権の使用許諾サービスに分類される。

G 情報通信業 411

【削除】 41102409 1
リメイク権の使用許諾
サービス

映像作品（自社が著作権を有するものに限る。）
をリメイク（翻案、改良）する権利を第三者に対し
て許諾するサービス

G 情報通信業 411

【削除】 41102499 1
その他の映像著作権の
使用許諾サービス

映像著作権の使用許諾サービスのうち、他に分
類されないもの。

ただし、ビデオグラム化以外の商品化に伴う映
像著作権の使用許諾サービスは、商品化権の使
用許諾サービスに分類される。

G 情報通信業 411

41200100000 9 音楽ソフト（物理的媒体） Ｅ、G
製造業、
情報通信業

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

41200300 9 音楽ソフト（物理的媒体） G 情報通信業

41200100010 9
音楽ソフト（邦楽）（物理
的媒体）

販売するために制作・複製された邦楽の音楽、
音響、音声について、当該ソフトの著作権を有す
る企業が、物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、音響用情
報記録物に分類される。

× 音楽・音声著作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

【新規立項】

41200100030 9
音楽ソフト（邦楽以外）
（物理的媒体）

販売するために制作・複製された邦楽以外の音
楽、音響、音声について、当該ソフトの著作権を
有する企業が、物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、音響用情
報記録物に分類される。

× 音楽・音声著作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

【新規立項】

【廃止】 9 音楽ＣＤ

販売するために制作・複製された音楽、音響、
音声について、当該ソフトの著作権を有する企業
が、ＣＤに記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、音響用情
報記録物に分類される。

× 音楽・音声著作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

41200303 9 音楽ＣＤ
販売するために制作・複製された音楽、音響、

音声のうち、ＣＤに記録されたもの
× 音楽・音声著作物のオリジナル

G 情報通信業 412

【廃止】 9
その他の音楽用物理的
媒体（音楽ＣＤを除く）

販売するために制作・複製された音楽、音響、
音声について、当該ソフトの著作権を有する企業
が、ＣＤ以外の物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、音響用情
報記録物に分類される。

○ ＭＤ、カセットテープ、ＬＰレコードなど
× 音楽ＣＤ、ＤＶＤ（音楽ビデオ）、音楽・音声著

作物のオリジナル

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

41200306 9
その他の音楽用物理的
媒体（音楽ＣＤを除く）

販売するために制作・複製された音楽、音響、
音声のうち、ＣＤ以外の物理的媒体に記録された
もの

○ ＭＤ、カセットテープ、ＬＰレコードなど
× 音楽ＣＤ、ＤＶＤ（音楽ビデオ）、音楽・音声著

作物のオリジナル

G 情報通信業 412

【廃止】 9
音楽ビデオ（物理的媒
体）

販売するために制作・複製された音楽、音響、
音声に映像をつけて編集したものについて、当該
ソフトの著作権を有する企業が、ＣＤ、ＤＶＤ等の
物理的媒体に記録したもの。

なお、著作権を有する企業から委託を受けて著
作権を有しない企業が生産したものは、映像用情
報記録物に分類される。

○ ＤＶＤ（音楽ビデオ）

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

41200309 9
音楽ビデオ（物理的媒
体）

販売するために制作・複製された音楽、音響、
音声に映像をつけて編集したもののうちＣＤ、ＤＶ
Ｄ等の物理的媒体に記録されたもの

○ ＤＶＤ（音楽ビデオ）

G 情報通信業 412

41200200000 9 音楽ソフト（配信用） Ｅ、G
製造業、
情報通信業

41200600 9 音楽ソフト（配信用） G 情報通信業

41200200010 9
邦楽音楽ソフト（邦楽）
（配信用）

販売するために制作された邦楽の音楽、音響、
音声及び音楽ビデオのうち、オンライン配信用の
もの

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

41200603 9 音楽ソフト（配信用）
販売するために制作された音楽、音響、音声及

び音楽ビデオのうち、オンライン配信用のもの
G 情報通信業 412

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

財分野の「情報記録物」とサービス分
野の「ソフトウェア（物理的媒体）」の
区分の明確化するため。

令和４年経済構造実態調査（乙調査）
の廃止に関連し、国際ＳＮＡ基準に準
拠したＳＮＡの計算に必要な項目に対
応するため。

令和４年経済構造実態調査（乙調査）
の廃止に関連し、国際ＳＮＡ基準に準
拠したＳＮＡの計算に必要な項目に対
応するため。
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41200200030 9
音楽ソフト（邦楽以外）
（配信用）

販売するために制作された邦楽以外の音楽、音
響、音声及び音楽ビデオのうち、オンライン配信
用のもの

Ｅ、G
製造業、
情報通信業

329、
412

【新規立項】

1

貨物自動車運送サービ
ス（引越サービス、宅配
便サービス、霊柩車サー
ビスを除く）

H
運輸業、郵便
業

分項目名及び分類の順番（項目の
番号）の修正。現行のままでは①分
類項目名が「その他の」で始まるこ
と、②分類の順番という点において、
バスケット項目として誤認される可能
性が高く、修正の必要があると認めら
れるため。

（記載場所を移動）

1

貨物自動車運送サービ
ス（引越サービス、宅配
便サービス、霊柩車サー
ビスを除く）

自動車により貨物を運送するサービス。
なお、３PL（サードパーティ・ロジスティクス）サー

ビスを提供する事業者が同サービスの一環として
行っている運送サービスは３PL（サードパーティ・
ロジスティクス）サービスに、自走により自動車を
回送するサービスはその他の事業者向けサービ
スに分類される。

× 引越サービス、宅配便サービス、霊柩車
サービス

H
運輸業、郵便
業

441、
442、
443、
444

分項目名及び分類の順番（項目の
番号）の修正。現行のままでは①分
類項目名が「その他の」で始まるこ
と、②分類の順番という点において、
バスケット項目として誤認される可能
性が高く、修正の必要があると認めら
れるため。

また、 サードパーティーロジスティク
スサービスは、並列する語に「・」（ナ
カテン）を用いて、「３PL（サードパー
ティ・ロジスティクス）サービス」と表記
する。

（記載場所を移動）

44000600000 1
３PL（サードパーティ・ロ
ジスティクス）サービス

H
L

運輸業、郵便
業
学術研究、専
門・技術サー
ビス業

 サードパーティーロジスティクスサー
ビスは、並列する語に「・」（ナカテン）
を用いて、「３PL（サードパーティ・ロジ
スティクス）サービス」と表記する。

44001800 1
サードパーティーロジス
ティクスサービス

H
運輸業，郵便
業

44000600010 1
３PL（サードパーティ・ロ
ジスティクス）サービス

他者から委託を受けて、物流戦略の企画立案
や物流システムの構築の提案を行い、かつ、それ
に伴う物流業務（商品等の入荷管理、保管管理、
流通加工（包装、梱包）、出荷管理から商品等の
輸送など）を包括的に受託し、実行するサービス

× その他の貨物自動車運送サービス・倉庫
サービス・貨物利用運送サービス（３PL（サード
パーティ・ロジスティクス）サービスを提供する事
業者が同サービスの一環として行わないもの）

H
L

運輸業、郵便
業
学術研究、専
門・技術サー
ビス業

442、
444、
471、
472、
482、
728

３PL（サードパーティ・ロジスティク
ス）サービスの事業形態は契約内容
によって様々であるため、想定される
サービスの種類を説明文に列挙し、
明確にした。

また、×例示を追加することにより、
他の分類と紛れの内容にした。

なお、 サードパーティーロジスティク
スサービスは、並列する語に「・」（ナ
カテン）を用いて、「３PL（サードパー
ティ・ロジスティクス）サービス」と表記
する。

44001803 1
サードパーティーロジス
ティクスサービス

荷主企業に代わって、物流戦略の企画立案や
物流システムの構築の提案を行い、かつ、それを
包括的に受託し、実行するサービス

H
運輸業，郵便
業

442、
444、
471、
472、
482、
728

46200100000 1 航空機使用サービス H
運輸業、郵便
業

46200300 1 航空機使用サービス H
運輸業，郵便
業

46200100010 1 航空機使用サービス

航空法（昭和27年法律第231号）に規定する航
空機を使用して、請負により航空運送以外の薬
剤散布、魚群探見、空中写真測量などを行うサー
ビス。

ただし、航空機を使用して操縦訓練をさせる
サービスはその他の運転・操縦教習サービスに、
航空機を使用して広告を行うサービスは屋外広
告スペース提供サービス又は交通広告スペース
提供サービスに分類される。

また、航空機以外による航空防除サービスは、
航空防除サービス（有人の航空機によるものを除
く）に分類される。

H
運輸業、郵便
業

462
「航空防除サービス」とのデマケを

明確にするため、修正する。
46200303 1 航空機使用サービス

航空機を使用して、請負により航空運送以外の
薬剤散布、魚群探見、空中写真測量などを行う
サービス。

ただし、航空機を使用して操縦訓練をさせる
サービスはその他の運転・操縦教習サービスに、
航空機を使用して広告を行うサービスは屋外広
告スペース提供サービス又は交通広告スペース
提供サービスに分類される。

H
運輸業，郵便
業

462

47000100000 9 倉庫サービス H
運輸業、郵便
業

47000300 9 倉庫サービス H
運輸業，郵便
業

47000100010 9
倉庫サービス（冷蔵・冷
凍倉庫を除く）

冷蔵・冷凍倉庫以外の倉庫による保管サービ
ス。

トランクルームによる保管サービスは本分類に
含まれる。

ただし、３PL（サードパーティ・ロジスティクス）
サービスを提供する事業者が同サービスの一環
として行っている保管サービスは３PL（サードパー
ティ・ロジスティクス）サービスに分類される。

H
運輸業、郵便
業

471

 サードパーティーロジスティクスサー
ビスは、並列する語に「・」（ナカテン）
を用いて、「３PL（サードパーティ・ロジ
スティクス）サービス」と表記する。

47000303 9
倉庫サービス（冷蔵・冷
凍倉庫を除く）

冷蔵・冷凍倉庫以外の倉庫による保管サービ
ス。

トランクルームによる保管サービスは本分類に
含まれる。

ただし、サードパーティーロジスティクスサービ
スを提供する事業者が同サービスの一環として
行っている保管サービスはサードパーティーロジ
スティクスサービスに分類される。

H
運輸業，郵便
業

471

47000100030 1 冷蔵・冷凍倉庫サービス

冷蔵・冷凍倉庫による保管サービス。
ただし、３PL（サードパーティ・ロジスティクス）

サービスを提供する事業者が同サービスの一環
として行っている保管サービスは３PL（サードパー
ティ・ロジスティクス）サービスに分類される。

H
運輸業、郵便
業

472

 サードパーティーロジスティクスサー
ビスは、並列する語に「・」（ナカテン）
を用いて、「３PL（サードパーティ・ロジ
スティクス）サービス」と表記する。

47000306 1 冷蔵・冷凍倉庫サービス

冷蔵・冷凍倉庫による保管サービス。
ただし、サードパーティーロジスティクスサービ

スを提供する事業者が同サービスの一環として
行っている保管サービスはサードパーティーロジ
スティクスサービスに分類される。

H
運輸業，郵便
業

472

48200100000 9
貨物利用運送サービス
（宅配便サービス、引越
サービスを除く）

H
運輸業、郵便
業

48200300 9
貨物利用運送サービス
（宅配便サービス、引越
サービスを除く）

H
運輸業，郵便
業

48200100010 9
貨物利用運送サービス
（宅配便サービス、引越
サービスを除く）

貨物利用運送事業法（平成元年法律第82号）に
規定する貨物利用運送事業による貨物運送サー
ビス。

ただし、宅配便サービス、引越サービスは本分
類に含まれない。

また、３PL（サードパーティ・ロジスティクス）サー
ビスを提供する事業者が同サービスの一環として
行っている運送サービスは３PL（サードパーティ・
ロジスティクス）サービスに分類される。

H
運輸業、郵便
業

444、
482

 サードパーティーロジスティクスサー
ビスは、並列する語に「・」（ナカテン）
を用いて、「３PL（サードパーティ・ロジ
スティクス）サービス」と表記する。

48200303 9
貨物利用運送サービス
（宅配便サービス、引越
サービスを除く）

貨物利用運送事業法（平成元年法律第82号）に
規定する貨物利用運送事業による貨物運送サー
ビス。

ただし、宅配便サービス、引越サービスは本分
類に含まれない。

また、サードパーティーロジスティクスサービス
を提供する事業者が同サービスの一環として行っ
ている運送サービスはサードパーティーロジス
ティクスサービスに分類される。

H
運輸業，郵便
業

444、
482

52200100000 9 調味料（卸売） Ｉ
卸売業、小売
業

52200300 9 調味料（卸売） Ｉ
卸売業，小売
業

52200100010 9 食卓塩（卸売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200303 9 食卓塩（卸売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200100030 9 砂糖・甘味料（卸売）
○ 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖、

ぶどう糖、水あめ、麦芽糖、異性化糖、果糖
Ｉ

卸売業、小売
業

522

5329103「その他の有機化学工業品
（卸売）」に人工甘味剤が入っている
ため、でんぷん由来の甘味料の行き
先が曖昧になることをふせぐために、
砂糖（卸売）に甘味料を加えた。

52200306 9 砂糖（卸売） ○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200100050 9 味そ（卸売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200309 9 味そ（卸売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200100070 9
しょう油、食用アミノ酸
（卸売）

○ 粉しょう油、固形しょう油 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200312 9
しょう油，食用アミノ酸
（卸売）

○ 粉しょう油，固形しょう油 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200100090 9 ソース類（卸売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース、トマトケチャッ

プ、マヨネーズ、トマトソース、ドレッシング
Ｉ

卸売業、小売
業

522 52200315 9 ソース類（卸売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース，トマトケチャッ

プ，マヨネーズ，トマトソース，ドレッシング
Ｉ

卸売業，小売
業

522

52200100110 9 食酢（卸売） ○ 米酢、米黒酢、大麦黒酢、果実酢 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200318 9 食酢（卸売） ○ 米酢，米黒酢，大麦黒酢，果実酢 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200100130 9 香辛料（卸売）
○ カレー粉、からし粉、こしょう粉、わさび粉、

七味とうがらし、にんにく粉、にっけい粉
Ｉ

卸売業、小売
業

522 52200321 9 香辛料（卸売）
○ カレー粉，からし粉，こしょう粉，わさび粉，

七味とうがらし，にんにく粉，にっけい粉
Ｉ

卸売業，小売
業

522

52200100150 9
みりん（本直しを含む）
（卸売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200324 9
みりん（本直しを含む）
（卸売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業，小売
業

522

52200109999 9 その他の調味料（卸売）

○ カレールウ、シチュールウ、固形カレー、酒
かす、精製はちみつ、スープ類、だしの素、エキ
ス、タレ、みりん風調味料、ぽん酢、三杯酢、めん
つゆ、もろみ

Ｉ
卸売業、小売
業

522 52200399 9 その他の調味料（卸売）

○ カレールウ，シチュールウ，固形カレー,酒か
す，精製はちみつ，スープ類，だしの素，エキス，
タレ，みりん風調味料，ぽん酢，三杯酢，めんつ
ゆ，もろみ

Ｉ
卸売業，小売
業

522

58990500000 9 調味料（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

58991500 9 調味料（小売） Ｉ
卸売業，小売
業
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58990500010 9 食卓塩（小売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991503 9 食卓塩（小売） ○ 精製塩 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990500030 9 砂糖・甘味料（小売）
○ 角砂糖、氷砂糖、液糖、ざらめ糖、白砂糖、

ぶどう糖、水あめ、麦芽糖、果糖
Ｉ

卸売業、小売
業

589

でんぷん由来の甘味料の行き先が
曖昧になることを防ぐために、砂糖
（小売）に異性化糖以外の甘味料を
加えた。

58991506 9 砂糖（小売） ○ 角砂糖，氷砂糖，液糖，ざらめ糖，白砂糖 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990500050 9 味そ（小売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991509 9 味そ（小売） ○ 粉味そ Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990500070 9
しょう油、食用アミノ酸
（小売）

○ 粉しょう油、固形しょう油 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991512 9
しょう油，食用アミノ酸
（小売）

○ 粉しょう油，固形しょう油 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990500090 9 ソース類（小売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース、トマトケチャッ

プ、マヨネーズ、トマトソース、ドレッシング
Ｉ

卸売業、小売
業

589 58991515 9 ソース類（小売）
○ ウスター・中濃・濃厚ソース，トマトケチャッ

プ，マヨネーズ，トマトソース，ドレッシング
Ｉ

卸売業，小売
業

589

58990500110 9 食酢（小売） ○ 米酢、米黒酢、大麦黒酢、果実酢 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991518 9 食酢（小売） ○ 米酢，米黒酢，大麦黒酢，果実酢 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990500130 9 香辛料（小売）
○ カレー粉、からし粉、こしょう粉、わさび粉、

七味とうがらし、にんにく粉、にっけい粉
Ｉ

卸売業、小売
業

589 58991521 9 香辛料（小売）
○ カレー粉，からし粉，こしょう粉，わさび粉，

七味とうがらし，にんにく粉，にっけい粉
Ｉ

卸売業，小売
業

589

58990500150 9
みりん（本直しを含む）
（小売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991524 9
みりん（本直しを含む）
（小売）

× みりん風調味料 Ｉ
卸売業，小売
業

589

58990509999 9 その他の調味料（小売）

○ カレールウ、シチュールウ、固形カレー、酒
かす、精製はちみつ、スープ類、だしの素、エキ
ス、タレ、みりん風調味料、ぽん酢、三杯酢、めん
つゆ、もろみ

Ｉ
卸売業、小売
業

589 58991599 9 その他の調味料（小売）

○ カレールウ，シチュールウ，固形カレー，酒
かす，精製はちみつ，スープ類，だしの素，エキ
ス，タレ，みりん風調味料，ぽん酢，三杯酢，めん
つゆ，もろみ

Ｉ
卸売業，小売
業

589

9
自動車用動力源（ガソリ
ン、軽油、LPGを除く）（小
売）

Ｉ
卸売業、小売
業

EV及びFCVの今後の進展が見込ま
れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

9
電気自動車向け電気（小
売）

充電スポットで給電されるもの。 Ｉ
卸売業、小売
業

605

EV及びFCVの今後の進展が見込ま
れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

9
燃料電池自動車向け水
素（小売）

水素ステーションで供給されるもの。 Ｉ
卸売業、小売
業

605

EV及びFCVの今後の進展が見込ま
れることから、これら自動車向け新エ
ネルギーの供給サービスを立項す
る。

（新設）

60510100000 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60510300 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60510100010 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60510303 9 ガソリン（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60510200000 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60510600 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60510200010 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60510603 9 軽油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500100000 9 重油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60500300 9 重油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60500100010 9 重油（小売） ○ Ａ重油、Ｂ重油、Ｃ重油 Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500303 9 重油（小売） ○ Ａ重油，Ｂ重油，Ｃ重油 Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500200000 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60500600 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

60500200010 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500603 9 灯油（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500300000 9
液化石油ガス（LPG）（小
売）

Ｉ
卸売業、小売
業

60500900 9
液化石油ガス（LPG）（小
売）

Ｉ
卸売業，小売
業

60500300010 9 プロパンガス（小売）
プロパンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）

であり、業務用及び家庭用の熱源として利用され
るもの。ガスボンベが事業者により配送される。

Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500903 9 プロパンガス（小売）
プロパンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）

であり，業務用及び家庭用の熱源として利用され
るもの。ガスボンベが事業者により配送される。

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500300030 9
自動車用LPガス（オート

ガス）（小売）

ブタンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）で，
自動車（LPG車）の燃料として用いられるもの。LP

ガススタンドにおいて供給される。
Ｉ

卸売業，小売
業

605 60500906 9
自動車用LPガス（オート
ガス）（小売）

ブタンを主成分に持つ液化石油ガス（ＬＰＧ）で，
自動車（LPG車）の燃料として用いられるもの。LP
ガススタンドにおいて供給される。

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500300050 9
 カートリッジ式ガスボン
ベ（小売）

液化石油ガス（ＬＰＧ）を充てんした燃料容器（ボ
ンベ）であり、ボンベを取り付けられる構造の専用
こんろで利用されるもの

Ｉ
卸売業、小売
業

605 60500909 9
 カートリッジ式ガスボン
ベ（小売）

液化石油ガス（ＬＰＧ）を充てんした燃料容器（ボ
ンベ）であり，ボンベを取り付けられる構造の専用
こんろで利用されるもの

Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500400000 1
その他の石油精製品（小
売）

Ｉ
卸売業、小売
業

60501200 1
その他の石油精製品（小
売）

Ｉ
卸売業，小売
業

60500400010 1 潤滑油（小売） ○ 切削油、工作油剤 Ｉ
卸売業、小売
業

605 60501203 1 潤滑油（小売） ○ 切削油，工作油剤 Ｉ
卸売業，小売
業

605

60500400030 1 グリース（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

605 60501206 1 グリース（小売） Ｉ
卸売業，小売
業

605

60520100000 9 非石油系燃料（小売） Ｉ
卸売業、小売
業

60520300 9
その他の非石油系燃料
（小売）

Ｉ
卸売業，小売
業

60520100010 9 非石油系燃料（小売） ○ 石炭、練炭、まき、木炭、豆炭 Ｉ
卸売業、小売
業

605

項目名の「その他の非石油系燃料
（小売）」はそもそも非石油系の生産
物分類が他に設定されていないため
「その他」は不要。

60520303 9
その他の非石油系燃料
（小売）

○ 石炭，練炭，まき，木炭，豆炭 Ｉ
卸売業，小売
業

605

66190200000 9
資金決済サービス（銀行
等から提供される為替
サービスを除く）

J
金融業、保険
業

66190600 9
資金決済サービス（銀行
等から提供される為替
サービスを除く）

J
金融業，保険
業

66190200010 9 前払式支払サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する前払式支払手段発行者が、物品の購
入又は役務の提供に用いる証票、番号、記号な
どの決済手段を加盟店に利用させるサービス。

コード決済事業者が提供するインターネット上の
決済は本分類に含まれる。

また、同法の適用を受けないプレミアム付き商
品券などの決済手段を加盟店に利用させるサー
ビスは本分類に含まれる。

○ 商品券・電子マネー・QRコード決済・プリペ
イドカード・プレミアム付き商品券等の加盟店手数
料

× 課金・決済代行サービス

J
金融業、保険
業

661
分類を明確にするため、説明及び

内容例示を追加する。
66190603 9 前払式支払サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する前払式支払手段発行者が、物品の購
入又は役務の提供に用いる証票、番号、記号な
どの決済手段を加盟店に利用させるサービス。

同法の適用を受けないプレミアム付き商品券な
どの決済手段を加盟店に利用させるサービスは
本分類に含まれる。

○ 商品券・電子マネー・プリペイドカード・プレミ
アム付き商品券等の加盟店手数料

J
金融業，保険
業

661
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（修 正 案） 現行（2019年設定）

66190200030 9 暗号資産交換サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する暗号資産の売買又は他の通貨との交
換を行うサービス。

ただし、暗号資産の売買又は他の通貨との交
換の媒介、取次ぎ又は代理はその他の金融代理
サービスに分類される。

○ 暗号資産の売買又は他の暗号資産との交
換サービス
  × 暗号資産の売買又は他の通貨との交換の
媒介・取次ぎ又は代理サービス

J
金融業、保険
業

661
日本標準産業分類第14回改定の内

容を踏まえた見直しのため。
66190606 9 仮想通貨交換サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する仮想通貨の売買又は他の通貨との交
換を行うサービス。

ただし、仮想通貨の売買又は他の通貨との交
換の媒介、取次ぎ又は代理はその他の金融代理
サービスに分類される。

○ 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交
換サービス
  × 仮想通貨の売買又は他の通貨との交換の
媒介・取次ぎ又は代理サービス

J
金融業，保険
業

661

66190200050 9 資金移動サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する国内及び海外あての為替取引を提供
するサービス。

ただし、銀行法（昭和56年法律第59号）に規定
する為替取引は内国為替サービス又は外国為替
サービスに分類される。

× 課金・決済代行サービス

J
金融業、保険
業

661

資金決済に関する法律（平成21年
法律第59号）の一部改正により、第一
種資金移動業の送金可能な金額の
上限が撤廃されたため。

また、分類を明確にするため内容例
示を追加する。

66190609 9 資金移動サービス

資金決済に関する法律（平成21年法律第59号）
に規定する国内及び海外あての少額の為替取引
を提供するサービス。

ただし、銀行法（昭和56年法律第59号）に規定
する為替取引は内国為替サービス又は外国為替
サービスに分類される。

J
金融業，保険
業

661

66190209999 9
その他の資金決済サー
ビス

資金決済サービスのうち、他に分類されないも
の

○ 銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務
を清算するサービス

× 課金・決済代行サービス

J
金融業、保険
業

661
分類を明確にするため内容例示を

追加する。
66190699 9

その他の資金決済サー
ビス

資金決済サービスのうち、他に分類されないも
の

○ 銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務
を清算するサービス

J
金融業，保険
業

661

66190300000 1 課金・決済代行サービス
J
G

金融業、保険
業
情報通信業

当該サービスは現行の生産物分類
には設定されていない。分類を明確
にするため、新設する。

（新設）

66190300010 1 課金・決済代行サービス

主としてクレジットカードなど様々な決済事業者
と加盟店との間に立ち、加盟契約、決済処理、入
金手続、システム保守・管理などの業務を代行・
一括提供するサービスを加盟店に提供するサー
ビス

ただし、資金決済に関する法律（平成21年法律
第59号）に規定する前払式支払手段発行者が、
物品の購入又は役務の提供に用いる証票、番
号、記号などの決済手段を加盟店に利用させる
サービスは前払式支払サービスに、同法に規定
する国内及び海外あての為替取引を提供する
サービスは資金移動サービスに分類される。

× 資金決済サービス（銀行等から提供される
為替サービスを除く）

J
G

金融業、保険
業
情報通信業

661、
401

当該サービスは現行の生産物分類
には設定されていない。分類を明確
にするため、新設する。

説明及び内容例示に、前払式支払
サービス及び資金移動サービスは当
該サービスに含まれない旨を記載し、
区分を明確にする。

（新設）

69100100000 1

非住宅用建物・スペース
賃貸サービス（収納ス
ペース賃貸サービス、会
議室・ホール等賃貸サー
ビス（時間又は日数単位
で賃貸するもの）を除く）

K
不動産業、物
品賃貸業

サービス内容がわかりやすくなるよ
うに分類名称を修正する。

また、「会議室・ホール等賃貸サー
ビス（時間又は日数単位で賃貸する
もの）」の名称変更により、説明文を
修正する。

69100300 1

非住宅用建物賃貸サー
ビス（収納スペース賃貸
サービス、会議室・ホー
ル等賃貸サービスを除
く）

K
不動産業，物
品賃貸業

69100100010 1
事務所用建物・スペース
賃貸サービス

事務所用の建物又はスペースを賃貸するサー
ビス。

店舗用の建物又はスペースを賃貸するサービ
スは店舗用建物・スペース賃貸サービスに、物流
施設又は物流用スペースを賃貸するサービスは
物流施設・スペース賃貸サービスに、事務所用・
店舗用・物流施設以外の非住宅用建物又はス
ペースを賃貸するサービスはその他の非住宅用
建物・スペース賃貸サービスに分類される。

○ シェアオフィス（月又は年単位で賃貸するも
の）

× シェアオフィス（時間又は日数単位で賃貸す
るもの）

K
不動産業、物
品賃貸業

691

サービス内容がわかりやすくなるよ
うに分類名称を修正する。

また、紛れやすい項目を○例示及
び×例示に追加し、分類を明確にす
る。

69100303 1
事務所用建物賃貸サー
ビス

事務所用の建物又はスペースを賃貸するサー
ビス。

ただし、店舗用建物を賃貸するサービスは店舗
用建物賃貸サービスに、物流施設を賃貸する
サービスは物流施設賃貸サービスに、事務所用・
店舗用・物流施設以外の非住宅用建物を賃貸す
るサービスはその他の非住宅用建物賃貸サービ
スに分類される。

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100100030 1
店舗用建物・スペース賃
貸サービス

店舗用の建物又はスペースを賃貸するサービ
ス。

ただし、事務所用の建物又はスペースを賃貸す
るサービスは事務所用建物・スペース賃貸サービ
スに、物流施設又は物流用スペースを賃貸する
サービスは物流施設賃貸サービスに、事務所用・
店舗用・物流施設以外の非住宅用建物又はス
ペースを賃貸するサービスはその他の非住宅用
建物・スペース賃貸サービスに分類される。

K
不動産業、物
品賃貸業

691
サービス内容がわかりやすくなるよ

うに、分類名称を修正する。
69100306 1

店舗用建物賃貸サービ
ス

店舗用の建物又はスペースを賃貸するサービ
ス。

ただし、事務所用建物を賃貸するサービスは事
務所用建物賃貸サービスに、物流施設を賃貸す
るサービスは物流施設賃貸サービスに、事務所
用・店舗用・物流施設以外の非住宅用建物を賃
貸するサービスはその他の非住宅用建物賃貸
サービスに分類される。

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100100050 1
物流施設・スペース賃貸
サービス

物流施設又は物流用スペースを賃貸するサー
ビス。

ただし、水運施設を提供するサービスは水運施
設提供サービスに、自動車ターミナルを提供する
サービスは自動車ターミナル提供サービスに、貨
物荷扱固定施設を提供するサービスは貨物荷扱
固定施設提供サービスに分類される。

K
不動産業、物
品賃貸業

691
サービス内容がわかりやすくなるよ

うに、分類名称を修正する。
69100309 1 物流施設賃貸サービス

物流施設又は物流用スペースを賃貸するサー
ビス。

ただし、水運施設を提供するサービスは水運施
設提供サービスに、自動車ターミナルを提供する
サービスは自動車ターミナル提供サービスに、貨
物荷扱固定施設を提供するサービスは貨物荷扱
固定施設提供サービスに分類される。

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100109999 1
その他の非住宅用建物・
スペース賃貸サービス

非住宅用建物・スペース賃貸サービス（収納ス
ペース賃貸サービス、会議室・ホール等賃貸サー
ビス（時間又は日数単位で賃貸するもの）を除く）
のうち、他に分類されないもの

K
不動産業、物
品賃貸業

691

サービス内容がわかりやすくなるよ
うに、分類名称を修正する。

また、「会議室・ホール等賃貸サー
ビス（時間又は日数単位で賃貸する
もの）」の名称変更により、説明文を
修正する。

69100399 1
その他の非住宅用建物
賃貸サービス

非住宅用建物賃貸サービス（収納スペース賃貸
サービス、会議室・ホール等賃貸サービスを除く）
のうち、他に分類されないもの

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100300000 9
会議室・ホール等賃貸
サービス（時間又は日数
単位で賃貸するもの）

K
不動産業、物
品賃貸業

時間又は日数単位で賃貸するもの
は、統合分類69100900「議室・ホール
等賃貸サービス（時間又は日数単位
で賃貸するもの）」に分類されると整
理する。

69100900 9
会議室・ホール等賃貸
サービス

K
不動産業，物
品賃貸業

69100300010 9
会議室賃貸サービス（時
間又は日数単位で賃貸
するもの）

主として会議に用いられる部屋やスペースを時
間又は日数単位で賃貸するサービス

× 劇場式ホール賃貸サービス（時間又は日数
単位で賃貸するもの）

K
不動産業、物
品賃貸業

691

分類を明確にするため、項目名を修
正する。

内容例示の表記が他の詳細分類と
差異があったため、×例示の表記を
統一するために修正する。

69100903 9 会議室賃貸サービス

主として会議に用いられる部屋やスペースを時
間又は日数単位で賃貸するサービス

× 劇場賃貸サービス（ステージや舞台、固定
式の椅子を有するもの）

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100300030 9
劇場式ホール賃貸サー
ビス（時間又は日数単位
で賃貸するもの）

ステージや舞台、固定式の椅子などを有し、主
として式典や講演会などに用いられる部屋やス
ペースを時間又は日数単位で賃貸するサービ
ス。

ただし、スポーツ施設を提供するものはスポー
ツ施設利用サービスに分類される。

K
不動産業、物
品賃貸業

691、
951

分類を明確にするため、項目名を修
正する。

対応する日本標準産業分類の小分
類951（集会場）を追加する。

69100906 9
劇場式ホール賃貸サー
ビス

ステージや舞台、固定式の椅子などを有し、主
として式典や講演会などに用いられる部屋やス
ペースを時間又は日数単位で賃貸するサービ
ス。

ただし、スポーツ施設を提供するものはスポー
ツ施設利用サービスに分類される。

K
不動産業，物
品賃貸業

691

69100309999 9
その他のスペース賃貸
サービス（時間又は日数
単位で賃貸するもの）

会議室・ホール等賃貸サービスのうち、他に分
類されないものを、時間又は日数単位で賃貸する
サービス。

ただし、スポーツ施設を賃貸するサービスはス
ポーツ施設利用サービスに分類される。

○ シェアオフィス（時間又は日数単位で賃貸す
るもの）

× 劇場式ホール賃貸サービス（時間又は日数
単位で賃貸するもの）、会議室賃貸サービス（時
間又は日数単位で賃貸するもの）、スポーツ施設
利用サービス

K
不動産業、物
品賃貸業

691

分類を明確にするため、項目名を修
正する。

○例示に「シェアオフィス（時間又は
日数単位で賃貸するもの）」を追加
し、分類を明確にする。

内容例示の表記が他の詳細分類と
差異があったため、×例示の表記を
統一するために修正する。

69100999 9
その他のスペース賃貸
サービス

会議室・ホール等賃貸サービスのうち、他に分
類されないもの。

ただし、スポーツ施設を賃貸するサービスはス
ポーツ施設利用サービスに分類される。

× 劇場賃貸サービス、会議室賃貸サービス、
スポーツ施設利用サービス

K
不動産業，物
品賃貸業

691

82200100000 1
研修・職業訓練受託サー
ビス

O
教育、学習支
援業

82200300 1
研修・職業訓練受託サー
ビス

O
教育，学習支
援業

82200100010 1
研修・職業訓練受託サー
ビス

官公庁、企業又は事業所から委託を受けて、業
務遂行のため、所属職員等の教育・研修を実施
するサービス。

認定職業訓練として他の事業主等に係る労働
者に対して行う職業訓練を受託するサービス及び
公共職業訓練を受託するサービスは本分類に含
まれる。

○ 社員研修サービス、公共職業訓練受託サー
ビス

× 職業技能教授サービス

O
教育、学習支
援業

822 82200303 1
研修・職業訓練受託サー
ビス

官公庁、企業又は事業所から委託を受けて、業
務遂行のため、所属職員等の教育・研修を実施
するサービス。

認定職業訓練として他の事業主等に係る労働
者に対して行う職業訓練を受託するサービス及び
公共職業訓練を受託するサービスは本分類に含
まれる。

○ 社員研修サービス、公共職業訓練受託サー
ビス

× 職業技能教授サービス

O
教育，学習支
援業

822

8



暫定分類
コード

分類項目名 説明・内容例示
大分類
コード

大分類名 小分類
暫定分類

コード
分類項目名 説明・内容例示

大分類
コード

大分類名 小分類

日本標準産業分類
(平成25年10月改定)

生産物分類
日本標準産業分類
(令和５年７月改定) 修正が

必要な理由

生産物分類

（修 正 案） 現行（2019年設定）

82210100000 2C
所属職員等研修サービ
ス

O
教育、学習支
援業

82210300 2C
所属職員等研修サービ
ス

O
教育，学習支
援業

82210100010 2C
所属職員等研修サービ
ス

官公庁、企業又は事業所が業務遂行のため、
所属職員等を対象として教育・研修を実施する
サービス

× 防衛大学校や職業能力開発総合大学校な
ど学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第
4項第2号に基づく独立行政法人大学改革教育・
学位授与機構の認定を受けた課程における教育
サービス

O
教育、学習支
援業

822 82210303 2C
所属職員等研修サービ
ス

官公庁、企業又は事業所が業務遂行のため、
所属職員等を対象として教育・研修を実施する
サービス

× 防衛大学校や職業能力開発総合大学校な
ど学校教育法（昭和22年法律第26号）第104条第
4項第2号に基づく独立行政法人大学改革教育・
学位授与機構の認定を受けた課程における教育
サービス

O
教育，学習支
援業

822

82409990000 2
その他の教養・技能教授
サービス

O
教育、学習支
援業

82409900 2
その他の教養・技能教授
サービス

O
教育，学習支
援業

82409990010 2
音楽・ダンス教授サービ
ス

音楽に関する技能・技術又はダンス・舞踊に関
する技能・技術を教授するサービス（通信教育に
よるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による音楽・ダ
ンス・舞踊に関する技能・技術を教授するサービ
スは本分類に含まれる。

○ ピアノ教授サービス、バイオリン教授サービ
ス、社交ダンス教授サービス、バレエ教授サービ
ス

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

区分を明確化するため。 82409903 2
音楽・ダンス教授サービ
ス

音楽に関する技能・技術又はダンス・舞踊に関
する技能・技術を教授するサービス（通信教育に
よるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による音楽・ダ
ンス・舞踊に関する技能・技術を教授するサービ
スは本分類に含まれる。

○ ピアノ教授サービス、バイオリン教授サービ
ス、社交ダンス教授サービス、バレエ教授サービ
ス

O
教育，学習支
援業

824

82409990030 2
スポーツ・健康教授サー
ビス

スポーツの技能や健康、美容などの増進のた
めに、柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授するサー
ビス（通信教育によるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による柔道・水
泳などを教授するサービスは本分類に含まれる。

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

区分を明確化するため。 82409906 2
スポーツ・健康教授サー
ビス

スポーツの技能や健康、美容などの増進のた
めに、柔道、水泳、ヨガ、体操などを教授するサー
ビス（通信教育によるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による柔道・水
泳などを教授するサービスは本分類に含まれる。

O
教育，学習支
援業

824

82409990050 2 語学教授サービス

日常会話、ビジネス会話等の外国語を教授する
サービス（通信教育によるものを含む。）。

日本語学校による日本語を教授するサービス
（日本語以外の科目を含む。）、専修学校（一般課
程）・各種学校による外国語を教授するサービス
は本分類に含まれる。

× 通訳者や翻訳者など就業を目的とした語学
学校

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

区分を明確化するため。
さらに「職業技能サービス」との区分

を明確にするために、説明文及び内
容例示に追加する。

82409909 2 語学教授サービス

外国語を教授するサービス（通信教育によるも
のを含む。）。

日本語学校による日本語を教授するサービス
（日本語以外の科目を含む。）、専修学校（一般課
程）・各種学校による外国語を教授するサービス
は本分類に含まれる。

O
教育，学習支
援業

824

82409990070 2
美術・工芸等教授サービ
ス

絵画、彫刻、写真などの美術に関する技能・技
術及び彫金、陶芸、木彫などの工芸に関する技
能・技術を教授するサービス（通信教育によるも
のを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による美術や
工芸に関する技能・技術を教授するサービスは本
分類に含まれる。

○ 編物教授サービス、フラワーデザイン教授
サービス

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

生花・茶道・書道教授サービスの新
規立項を受けて内容例示を整理する
必要があるため。

さらに区分を明確化するため。

82409912 2
美術・工芸等教授サービ
ス

絵画、彫刻、書道、写真などの美術に関する技
能・技術及び彫金、陶芸、木彫などの工芸に関す
る技能・技術を教授するサービス（通信教育によ
るものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による美術や
工芸に関する技能・技術を教授するサービスは本
分類に含まれる。

○ 生花教授サービス、茶道教授サービス、編
物教授サービス、フラワーデザイン教授サービス

O
教育，学習支
援業

824

82409990090 2
生花・茶道・書道教授
サービス

生花、茶道、書道といった日本の生活文化に関
する技能・技術を教授するサービス（通信教育に
よるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による生花など
の生活文化に関する技能・技術を教授するサー
ビスは本分類に含まれる。

× フラワーアレンジメント

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

日本標準産業分類第14回改定時の
議論を踏まえた見直しのため。

【新設】

82409990110 2
ＩＴ教養技能教授サービ
ス

初心者等にパソコン操作やスマートフォン操作
技術、プログラミング 等のＩＴ技能を教授するサー
ビス（通信教育によるものを含む。）。

なお、情報処理の資格を習得するためのカリ
キュラムの一環としての初級及び中級ＩＴ技能を教
授するサービスは、職業技能教授サービスに分
類される。

専修学校（一般課程）・各種学校によるIT技能や
教養に関する技能・技術を教授するサービスは本
分類に含まれる。

○ パソコン教室、スマートフォン教室

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

日本標準産業分類第14回改定時の
議論を踏まえた見直しのため。

「職業技能サービス」との区分を明
確化するために、「専修学校（一般課
程）・各種学校による」という説明文を
削除し、なお書き以降に「職業技能教
授サービス」に行くべき内容を盛り込
む。

【新設】

82409999999 2
他に分類されないその他
の教養・技能教授サービ
ス

教養・技能教授サービスのうち、他に分類され
ない教養や技能、趣味の活動などのもの（通信教
育によるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による他に分
類されない教養・技能教授サービスは本分類に
含まれる。

○ そろばん教授サービス、囲碁教授サービ
ス、将棋教授サービス、料理教室

O
教育、学習支
援業

817、
821、
824

日本標準産業分類（第14回改定）に
て「8249その他の教養・技能教授業」
及び「8299他に分類されない教育、学
習支援業」の定義が見直され、8249
は「教養や技能、趣味の活動」と説明
文に加わったことから、内容が明確に
なるよう説明文を追加する。

また、この分類には専修学校、各種
学校による技能教授サービスも含ま
れることから、日本標準産業分類小
分類につき追記する。

さらに、料理教室についての区分け
がこれまでなかったことから、ここに分
類されることを明示する。

82409999 2
他に分類されないその他
の教養・技能教授サービ
ス

教養・技能教授サービスのうち、他に分類され
ないもの（通信教育によるものを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による他に分
類されない教養・技能教授サービスは本分類に
含まれる。

○ そろばん教授サービス、囲碁教授サービ
ス、将棋教授サービス

O
教育，学習支
援業

824

82900100000 2 職業技能教授サービス O
教育、学習支
援業

当該サービスを産出する主業は、ＪＳＩ
Ｃ改定を踏まえ824から変更する。

82400300 2 職業技能教授サービス O
教育，学習支
援業

82900100010 2 職業技能教授サービス

労働者や求職者などに対して、職業に必要な技
能・知識又は職業に必要な資格取得のための技
能・知識を教授するサービス（通信教育によるも
のを含む。）。

職業能力開発校などの職業訓練施設や専修学
校（一般課程）・各種学校による職業技能を教授
するサービスは本分類に含まれる。

ただし、官公庁、企業又は事業所から委託を受
けて、業務遂行のため、所属職員等の教育・研修
を実施するサービスは、研修・職業訓練受託サー
ビスに分類される。

○ 経理・財務教授サービス、ＯＡ事務教授
サービス、機械加工技術教授サービス、電気設
備技術教授サービス、情報処理教授サービス、
デザイン教授サービス、介護教授サービス、通
訳・翻訳者養成サービス

× 研修・職業訓練受託サービス

O
教育、学習支
援業

817、
821、
822、
829

日本標準産業分類（第14回改定）に
て「8249その他の教養・技能教授業」
及び「8299他に分類されない教育、学
習支援業」の定義が見直され、8249
は「教養や技能、趣味の活動」、8299
は「資格取得、技能習得を目的とし
て」と説明文に加わったことから、これ
まで824の生産物として策定されてい
た「職業技能教授サービス」を、「829」
に移動するとともに、区分が明確にな
るよう説明文及び内容例示を追加す
る。

また、この分類には職業・教育支援
施設や専修学校、各種学校による技
能教授サービスも含まれることから、
日本標準産業分類小分類につき追記
する。

「その他の教養・技能教授サービ
ス」にある「語学教授サービス」との区
分を明確化するため、内容例示に「通
訳・翻訳者養成サービス」を追加す
る。

82400303 2 職業技能教授サービス

労働者や求職者などに対して、職業に必要な技
能・知識又は職業に必要な資格取得のための技
能・知識を教授するサービス（通信教育によるも
のを含む。）。

専修学校（一般課程）・各種学校による職業技
能を教授するサービスは本分類に含まれる。

ただし、官公庁、企業又は事業所から委託を受
けて、業務遂行のため、所属職員等の教育・研修
を実施するサービスは、研修・職業訓練受託サー
ビスに分類される。

○ 経理・財務教授サービス、ＯＡ事務教授
サービス、機械加工教授サービス、電気設備教
授サービス、情報処理教授サービス、デザイン教
授サービス、介護教授サービス

O
教育，学習支
援業

824

83000100000 2
公的医療保険が適用さ
れる入院による医療サー
ビス

P 医療、福祉 83000300 2
公的医療保険が適用さ
れる入院による医療サー
ビス

P 医療，福祉

83000100010 2
公的医療保険が適用さ
れる入院による医療サー
ビス

病院、診療所等が入院患者に対し、公的医療
保険が適用される医療を提供するサービス

P 医療、福祉
831、
832、
833

83000303 2
公的医療保険が適用さ
れる入院による医療サー
ビス

病院、診療所等が入院患者に対し、公的医療
保険が適用される医療を提供するサービス

P 医療，福祉
831、
832、
833

83000200000 2
公的医療保険が適用さ
れない入院による医療
サービス

P 医療、福祉 83000600 2
公的医療保険が適用さ
れない入院による医療
サービス

P 医療，福祉

83000200010 2
公的医療保険が適用さ
れない入院による医療
サービス

病院、診療所等が入院患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療を提供するサービス

P 医療、福祉
831、
832、
833

83000603 2
公的医療保険が適用さ
れない入院による医療
サービス

病院、診療所等が入院患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療を提供するサービス

P 医療，福祉
831、
832、
833

83000300000 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科を除く）

P 医療、福祉 83000900 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科を除く）

P 医療，福祉
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（修 正 案） 現行（2019年設定）

83000300010 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科を除く）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用される医療（歯科を除く。）を提供する
サービス。

精神保健福祉センターなどの健康相談施設が
提供する医療サービスは本分類に含まれる。

また、訪問やオンラインにより公的医療保険が
適用される医療（歯科を除く。）を提供するサービ
スは本分類に含まれる。

P 医療、福祉
831、
832、
842

「訪問診療」及び「オンライン診療」
の分類を明確にするため、説明を追
加する。

83000903 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科を除く）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用される医療（歯科を除く。）を提供する
サービス。

精神保健福祉センターなどの健康相談施設が
提供する医療サービスは本分類に含まれる。

P 医療，福祉
831、
832、
842

83000400000 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科を除く）

P 医療、福祉 83001200 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科を除く）

P 医療，福祉

83000400010 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科を除く）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療（歯科を除く。）を提供す
るサービス。

臨床心理士などの医師以外の者が行う健康相
談サービスは本分類に含まれる。

また、訪問やオンラインにより公的医療保険が
適用されない医療（歯科を除く。）を提供するサー
ビスは本分類に含まれる。

P 医療、福祉
831、
832、
842

「訪問診療」及び「オンライン診療」
の分類を明確にするため、説明を追
加する。

83001203 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科を除く）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療（歯科を除く。）を提供す
るサービス。

臨床心理士などの医師以外の者が行う健康相
談サービスは本分類に含まれる。

P 医療，福祉
831、
832、
842

83000500000 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科）

P 医療、福祉 83001500 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科）

P 医療，福祉

83000500010 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用される医療（歯科に限る。）を提供す
るサービス。

訪問やオンラインにより公的医療保険が適用さ
れる医療（歯科に限る。）を提供するサービスは
本分類に含まれる。

P 医療、福祉
831、
833

「訪問診療」及び「オンライン診療」
の分類を明確にするため、説明を追
加する。

83001503 2
公的医療保険が適用さ
れる外来による医療サー
ビス（歯科）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用される医療（歯科に限る。）を提供す
るサービス

P 医療，福祉
831、
833

83000600000 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科）

P 医療、福祉 83001800 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科）

P 医療，福祉

83000600010 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療（歯科に限る。）を提供
するサービス。

訪問やオンラインにより公的医療保険が適用さ
れない医療（歯科に限る。）を提供するサービス
は本分類に含まれる。

P 医療、福祉
831、
833

「訪問診療」及び「オンライン診療」
の分類を明確にするため、説明を追
加する。

83001803 2
公的医療保険が適用さ
れない外来による医療
サービス（歯科）

病院、診療所等が外来患者に対し、公的医療
保険が適用されない医療（歯科に限る。）を提供
するサービス

P 医療，福祉
831、
833

83000700000 9 保健予防活動サービス P 医療、福祉 83002100 9 保健予防活動サービス P 医療，福祉

83000700010 9 保健予防活動サービス

各種の健康診断、人間ドック、予防接種、妊産
婦保健指導等の保健予防を行うサービス。

訪問やオンラインにより保健予防活動を行う
サービスは本分類に含まれる。

× 産後ケアサービス

P 医療、福祉

831、
832、
833、
842

「訪問診療」及び「オンライン診療」
の分類を明確にするため、説明を追
加する。

また、「産後ケアサービス」の新設に
伴い、区分を明確にするため×例示
に「産後ケアサービス」を追加する。

83002103 9 保健予防活動サービス
病院、診療所等が各種の健康診断、人間ドッ

ク、予防接種、妊産婦保健指導等の保健予防を
行うサービス

P 医療，福祉

831、
832、
833、
842

2 産後ケアサービス P 医療、福祉

母子保健法（昭和40 年法律第141
号）上に位置付けられた産後ケア
サービスに該当する分類項目が現行
の分類にないため、「産後ケアサービ
ス」を新設することとしたい。

（新設）

2 産後ケアサービス

産後ケアを必要とする出産後１年を経過しない
女子及び乳児を短期間入所又は通所させるほ
か、訪問により産後ケアを行うサービス

× 家事代行サービス、保育サービス、保健予
防活動サービス、助産サービス

P 医療、福祉
831、
832、
834

母子保健法（昭和40 年法律第141
号）上に位置付けられた産後ケア
サービスに該当する分類項目が現行
の分類にないため、「産後ケアサービ
ス」を新設することとしたい。

（新設）

83400300 2 助産サービス P 医療、福祉 83400300 2 助産サービス P 医療，福祉

83400303 2 助産サービス

助産師が妊婦等に対して助産又は保健指導を
行うサービス。

ただし、病院及び診療所において正常分娩又は
妊婦検診を行うサービスは、公的医療保険が適
用されない入院による医療サービス又は公的医
療保険が適用されない外来による医療サービス
（歯科を除く）に分類される。

また、病院及び診療所において妊産婦保健指
導を行うサービスは、保健予防活動サービスに分
類される。

× 産後ケアサービス

P 医療、福祉 834
「産後ケアサービス」の新設に伴

い、区分を明確にするため×例示に
「産後ケアサービス」を追加する。

83400303 2 助産サービス

助産師が妊婦等に対して助産又は保健指導を
行うサービス。

ただし、病院及び診療所において正常分娩又は
妊婦検診を行うサービスは、公的医療保険が適
用されない入院による医療サービス又は公的医
療保険が適用されない外来による医療サービス
（歯科を除く）に分類される。

また、病院及び診療所において妊産婦保健指
導を行うサービスは、保健予防活動サービスに分
類される。

P 医療，福祉 834

83600100000 9 医療附帯サービス P 医療、福祉 83600300 9 医療附帯サービス P 医療，福祉

83600100010 9 歯科技工サービス

歯科医師又は歯科技工士が特定人に対して歯
科医療の用に供する補てつ物・充てん物・矯正装
置の作成、修理又は加工を行うサービス

○ 歯科技工サービス

P 医療、福祉 836 83600303 9 歯科技工サービス

歯科医師又は歯科技工士が特定人に対して歯
科医療の用に供する補てつ物・充てん物・矯正装
置の作成、修理又は加工を行うサービス

○ 歯科技工サービス

P 医療，福祉 836

83600100030 1 臓器等バンクサービス

移植術に使用されるための臓器を提供又はそ
の提供を受けることのあっせんを行うサービス。

移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹
細胞の提供のあっせんを行うサービスは本分類
に含まれる。

○ アイバンクサービス、腎バンクサービス、骨
髄バンクサービス

P 医療、福祉 836 83600306 1 臓器等バンクサービス

移植術に使用されるための臓器を提供又はそ
の提供を受けることのあっせんを行うサービス。

移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹
細胞の提供のあっせんを行うサービスは本分類
に含まれる。

○ アイバンクサービス、腎バンクサービス、骨
髄バンクサービス

P 医療，福祉 836

83600100050 1 検体検査サービス

医療法（昭和23年法律第205号）及び臨床検査
技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）に基
づく人体から排出され又は採取された検体につい
て検査を行うサービス

○ 微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的
検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等
一般検査、遺伝子関連・染色体検査

P 医療、福祉 836 83600309 1 検体検査サービス

医療法（昭和23年法律第205号）及び臨床検査
技師等に関する法律（昭和33年法律第76号）に基
づく人体から排出され又は採取された検体につい
て検査を行うサービス

○ 微生物学的検査、免疫学的検査、血液学的
検査、病理学的検査、生化学的検査、尿・糞便等
一般検査、遺伝子関連・染色体検査

P 医療，福祉 836

83600109999 1
その他の医療附帯サー
ビス

医療附帯サービスのうち、他に分類されないも
の

○ 医療用器材の滅菌サービス
P 医療、福祉 836 83600399 1

その他の医療附帯サー
ビス

医療附帯サービスのうち、他に分類されないも
の

○ 医療用器材の滅菌サービス
P 医療，福祉 836

9
その他の医療に附随す
るサービス

P 医療、福祉

現行の生産物分類には産業分類の
中分類83ｰ医療業に対応するバス
ケット項目がないため、新設すること
としたい。

（新設）

9
その他の医療に附随す
るサービス

医療サービスのうち、他に分類されないもの
○ 文書料

P 医療、福祉

831、
832、
833、
834、
835、
836

現行の生産物分類には産業分類の
中分類83ｰ医療業に対応するバス
ケット項目がないため、新設すること
としたい。

（新設）
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